
 

 

  輸出令別表第１の２の項（１９） 省令第１条第二十四号                                  １／２ 

  原 子 力［ 核兵器起爆用アルファ線源となる物質, その原料となる物質：ビスマス、 

ラジウム２２６、アルファ線を放出する放射性核種（２の項（1）に該当するものを除く）］ 
 

 

 

 

 

 

 
 

                  質    問    事    項 
            回      答      欄 

    いいえ     は い   記 入 欄 

   核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質、又は 

 その原料となる物質であって 

 

 イ ビスマスか 

 

    (a) 重量比による純度が 99.99％ 以上のものか 

 

     (b) 銀の含有量が全重量の 0.001％ 未満のものか 

 

 ロ ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物 

（注１） 又はラジウム226混合物（注２）か 

 

 

 

 

 

     (a) これらの半製品（注３）又は一次製品（注４）か 

 

 

     (b) 医療用装置に組み込まれたもの又は装置に内蔵され

         たもの（注５）か 

 

     (c) 一装置当たりの放射能の総量が0.37GBq(ｷﾞｶﾞﾍﾞｸﾚﾙ)

以上か 

 

 

 

 ロ ﾍ 

 

 ロ ﾍ 

 

 ロ ﾍ 

 

  (a) ﾍ 

 

 

 

 

 

 

 ハ ﾍ 

 

 

       該当

 

 

     非該当

  

 

 

  (a) ﾍ 

 

  (b) ﾍ 

 

      該当 

 

  (b) ﾍ 

 

 

 

 

 

 

  (b) ﾍ 

 

 

  (c) ﾍ 

 

 

      該当 

  

 

 
 

 

 

 純度:     % 

 

 含有量:     % 

 

 ラジウム２２６ 

 ラジウム２２６合金

 ラジウム２２６化合

     物 

 ラジウム２２６混合

     物 

 

 半製品 

 一次製品 

 

 

 

 

 放射能の総量: 

       GBq 

 ハ アルファ中性子反応により中性子源を発生させるに適
した放射性核種（注６）又はその化合物（注１）若しく
は混合物（注２）か 
 

 

    (a) 放射性核種か 

 

     (b) １装置当たりの崩壊による放射能の総量が3.7GBq 

以上のものか 

 

  (c) １kg当たりの崩壊による放射能の総量が 37GBq 

     以上のものか 

    非該当

 

 

 

  (b) ﾍ 

 
 
   非該当

 

 

     非該当

  (a) ﾍ 

 

 

 

  (c) ﾍ 

 
 
  (c) ﾍ 

 

 

      該当 

放射性核種 

化合物 

混合物 
 

 

 

放射能の総量: 

       GBq 

 

放射能の総量: 

       GBq 
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 輸出令別表第１の２の項（１９） 省令第１条第二十四号                                  ２／２ 

 原 子 力［ 核兵器起爆用アルファ線源となる物質, その原料となる物質：ビスマス、 

ラジウム２２６、アルファ線を放出する放射性核種（２の項（1）に該当するものを除く） ］ 
 

 

 

 

 

 

 

                  質    問    事    項 
            回      答      欄 

    いいえ     は い   記 入 欄 

                 判 定 結 果      非該当       該当 

                ｢該当項番｣ 

                  欄へ 

 

  該 当 項 番   輸出令別表第１の    の項（    ）   貨物等省令第    条 第    号      

 

 

注１ 化合物 化合物のくずを含む。  

注２ 混合物 くずを含む。  

注３ 半製品 地金、合金地金、焼結用粉末又はくず等を原料として加工したもので、ス

ラブ、ビレットその他一次製品に達しないものをいう。 

注４ 一次製品 圧延、引抜き、押出し、鋳造、鍛造、粉末冶金、溶接、焼結等の工程を経

て製造された板、条、帯、棒、素管、 管、線材、線、円盤、球、粒、粉、型

材、鋳造品、鍛造品及び粉末冶金製品をいう。 

注５ 貨物等省令第１条第二十四

号ロ中の医療用装置に組み

込まれたもの及び装置に内

蔵されたもの 

ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物若しくはラジウム226

混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、医療用装置に組

み込まれ、若しくは装置に内蔵されたものをいう。 

注６ 放射性核種 

 

 

アインスタイニウム２５３、アインスタイニウム２５４、アクチニ

ウム２２５、アクチニウム２２７、ウラン２３０、ウラン２３２、

カリホルニウム２５３、ガドリニウム１４８、キュリウム２４０、

キュリウム２４１、キュリウム２４２、キュリウム２４３、キュ 

リウム２４４、トリウム２２７、トリウム２２８、プルトニウム２

３６、プルトニウム２３８、ポロニウム２０８、ポロニウム２０

９、ポロニウム２１０、ラジウム２２３をいう。 
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